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77月月33日日はは投投票票所所へへ行行ここうう！！
ああななたたのの投投票票所所ははここここでですす

３ない運動で明るい選挙を
公職選挙法では、政治家や候補者または候補者になろう

とする人が、有権者に「寄附」をすることを禁止していま
す。また、有権者もこれらの寄附を求めたり、受け取った
りしてもいけません。

次の行為も選挙違反となります。
◎政党、その他の政治活動を行う団体による氏名などの宣
伝活動（宣伝カー、ポスター、ビラなど）
◎候補者などが有権者の家を訪問し、投票依頼をすること。
◎選挙事務所での酒、ビールなどの飲食物の提供（法規内
での弁当、茶菓子は除く）

きれいな選挙は、正しい民主政治の基礎です。ルール違
反がないか有権者がしっかり見守り、明るい選挙を実現し
ましょう。

投　票　所 開 設 期 間 時　間

期 日 前 投 票 所 の 開 設

役場１階会議室

日生住民センター会議
室（センタ－ビル２階）
：下図参照

６月17日（金）
～７月２日（土）

（土・日含む）

６月29日（水）
～７月２日（土）

（土曜日含む）

午前８時30分

～午後８時

明るい選挙

イメージキャラクター

「選挙のめいすいくん」

贈らない　求めない　受け取らない


